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議   事   日   程（第１号）  
平成１７年１２月２６日   午後 １時４０分  開議  
太田市外三町広域清掃組合議会議長 斉 藤 幸 拓  

 
会議に付した事件及び順序  

 
 
 
第 １ 会期の決定  
 
第 ２ 会議録署名議員の指名  
 
第 ３ 議案第１９号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につ

いての専決処分について  
 
第 ４ 議案第２０号 平成１７年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予

算（第２号）について  
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○議会事務局長（吉田稠） 只今から本会議を開催致します。大変恐れ入ります  
が、お手元の席札の座席番号に白紙をかけてありますのでそれを外していただい  
て、席札を議長の方に向けて頂けますか。  
 

◎開    会  
 

午後１時４０分開会  
 

○議長（斉藤幸拓） これより、平成１７年１２月太田市外三町広域清掃組合議

会臨時会を開会致します。  
 

◎開    議  
 
○議長（斉藤幸拓） これより本日の会議を開きます。  
 

◎日程の報告  
 
○議長（斉藤幸拓） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたと

おりであります。その順序により会議を進めたいと思いますのでご了承願います。 
 

◎会 期 の 決 定  
 
○議長（斉藤幸拓） 始めに日程第１、会期の決定を議題と致します。今、定例

会の会期は、本日１日と致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  
（「異議なし」）の声）  

○議長（斉藤幸拓） ご異議なしと認めます。  
よって会期は本日１日と決定致しました。  

 
◎会議録署名議員の指名  

 
○議長（斉藤幸拓） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、組合議会会議規則第６１条の規定により、議長において２

番、加藤光夫議員、３番、富宇賀肇議員を指名致します。  
 

◎議 案 上 程  
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「議案第１９号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について  

の専決処分について」  
 

○議長（斉藤幸拓） 次に日程第３、議案第１９号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（斉藤幸拓） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求め

ます。  
（金子局長挙手） 

○議長（斉藤幸拓） 金子局長。  
 
○組合局長（金子一男） それでは提案理由のご説明を申し上げますが、議案書

の１ページをお開き願います。議案第１９号 群馬県市町村総合事務組合の規

約変更に関する協議の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本案につきましては、規約の一部を改正する必要が生じましたので、地方自

治法第１７９条第１項の規定により専決処分致しましたので、同条第３項の規

定によりご報告申し上げ、その承認を求めるものでございます。 

それでは、内容につきましてご説明申し上げます。議案書の１ページでござ

いますが、第１条につきましては、平成１８年１月１日から鬼石町が廃され、

その区域が藤岡市に編入されることにより、規約の別表中の名称変更を行い、

水防法の一部改正に伴い、条文を引用している別表中の文言を整理するもので

ございます。 

第２条につきましては、平成１８年１月２３日から倉渕村、箕郷町及び新町

が廃され、区域が高崎市に編入されることにより規約の別表中の名称変更をそ

れぞれ行うものでございます。 

第３条につきましては平成１８年２月２０日から渋川市、北橘村、赤城村、

子持村、小野上村及び伊香保町が廃され、その区域を以て渋川市が設置されま

すので、それぞれの条文整理を行うものでございます。  
第４条につきましては、平成１８年３月１８日から安中市及び松井田町を廃

し、その区域を以て安中市が配置されることによる条文整理を行うものでござ

います。  
第５条につきましては、平成１８年３月２７日から勢多郡東村、笠懸町及び
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大間々町が廃され、その区域を以てみどり市が、富岡市及び妙義町が廃され、

その区域を以て富岡市が、吾妻郡東村及び吾妻町が廃され、その区域を以て東

吾妻町が設置されることから、各条文を整理し、改めようとするものでござい

ます。  
なお附則でございますが、第１条の規定中別表第２の２につきましては、群

馬県知事の許可のあった日から、その他につきましては、平成１８年１月１日

から施行するものでございます。また第２条、第３条、第４条、第５条につき

ましては、それぞれの合併の日を以て施行するものでございます。以上議案第

１９号についての説明を終わりますが、宜しくご審議の上、ご賛同賜りますよ

うお願い申し上げます。  
 
○議長（斉藤幸拓） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（斉藤幸拓） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（斉藤幸拓） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（斉藤幸拓） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。  
 

◎採    決  
 
○議長（斉藤幸拓） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、承認することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（斉藤幸拓） 挙手全員。よって本案は原案のとおり承認されました。  
 

◎議 案 上 程  
 

「議案第２０号 平成１７年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算  
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（第２号）について」  
○議長（斉藤幸拓） 次に日程第４、議案第２０号を議題と致します。  
 

◎提案理由の説明  
 
○議長（斉藤幸拓） 朗読を省略し、ただちに理事者から提案理由の説明を求め

ます。  
（金子局長挙手） 

○議長（斉藤幸拓） 金子局長。  
 
○組合局長（金子一男） 議案書の７ページをお開き願います。 

  議案第２０号 平成１７年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正予算

(第２号)につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

  別冊になっております平成１７年度太田市外三町広域清掃組合一般会計補正

予算書及び補正予算に関する説明書をご覧頂きたいと思います。 

  今回ご提案致します補正予算は、太田市、尾島町、新田町及び藪塚本町の合

併に伴い、懸案となっておりました経常費の負担割合についての変更協議が整

いましたので、事務管理経費等併せて補正をお願いするものでございます。 

  １ペ ー ジ を お 開 き 願い ま す 。第 １ 条 に つ きま し て は 歳 入 歳 出 そ れ ぞ

れ ２ 千６ 百 万 円 を 減 額 し、歳 入 歳 出予 算 の 総 額 を ７ 億 ８ 千 万 円 とす る

も の でご ざ い ま す 。内 容 に つ き ま し ては 、事項 別 明 細 書 に より 後 ほ ど

ご 説 明申 し 上 げ ま す 。第 ２ 条 に つ き まし て は 、債 務 負 担 行 為 を 補 正 す

る も ので ご ざ い ま す 。内 容 に つ き まし て は ４ ペー ジ の 第 ２ 表 債 務負 担

行 為 補正 を ご 覧 い た だ きた い と 思 い ま す 。今 回 補 正 を お 願い 致 し ま す

の は 、事 務 量 の 増大 に 伴 い 複 写 機 の使 用 枚 数 が増 加 し て い る こ とか ら 、

限 度 額 を １ ８ ９ 万 ９ 千 円 に 変 更 す る も の で あ りま す 。  

次 に 予算 内 容 に つ い て ご 説 明 申 し 上 げ ま す 。５ ペ ー ジ の 事 項 別明 細

書 を お 開 き 願 い ま す 。始 め に 歳 入 を ご 説 明 申 し上 げ ま す 。１ 款１ 項 １

目 １ 節市 町 村 負 担 金 に つき ま し て は 、経 常 費 の負 担 割 合 の 変 更 及 び 予

備 費 の補 正 等 に 伴 い、４ 千 ６ 百 ７ ０ 万９ 千 円 を減 額 計 上 し た も ので ご

ざ い ます 。第 ２ 節 手数 料 負 担 金 に つ きま し て は 存 目 計 上 し て お りま し

た が 、幹 事 会 等 で の 協議 の 結 果 減 額 し た も の でご ざ い ま す 。４款 ２ 項

１ 目 １節 資 源 化 物 売 払 収入 に つ き ま し て は 、こ れ ま で の 売 払収 入 を 勘

案 し、２ 千 ３ ３ 万 円 を増 額 計 上 し た も の で ご ざい ま す 。第 ２ 節再 生 品

売 払 収入 に つ き ま し て は 、７ 月 か ら の 収 入 を 勘案 し 、３ ７ 万 １千 円 を
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増 額 計上 し た も の で ご ざい ま す 。同 ３ 節 雑 入 につ き ま し て は 、嘱 託 職

員 等 の各 種 保 険 料 等 預 かり 金 を ９ 千 円 増 額 計 上 し た も の で ご ざ いま

す 。  

続 き まし て ６ ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。歳 出 につ い て ご 説 明 申 し 上

げ ま す 。２ 款 １ 項 １目 一 般 管 理 費 １ １ 節 １ ５ 万６ 千 円 は 複 写 機 使用 料

で 、２ ５ 節 積 立 金 ４千 万 円 は 財 政 調 整基 金 積 立金 と し て 計 上 し たも の

で ご ざい ま す 。次 に ５款 予 備 費 に つ き ま し て は 、６ 千 ６ 百 １ ５ 万 ６ 千

円 を 減額 計 上 し た も の でご ざ い ま す 。  

以 上 で議 案 第 ２ ０ 号 に つい て の説明を終わりますが、宜しくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 
○議長（斉藤幸拓） これより質疑に入ります。  

只今の説明に対し、ご質疑ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（斉藤幸拓） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。  
 

◎討 論（終局）  
 
○議長（斉藤幸拓） これより討論に入ります。  

討論ございませんか。  
（「なし」の声あり）  

○議長（斉藤幸拓） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。  
 

◎採    決  
 
○議長（斉藤幸拓） これより採決致します。  

本案を原案のとおり、可決することに賛成の方は、挙手願います。  
（挙 手 全 員）  

○議長（斉藤幸拓） 挙手全員。よって本案は原案のとおり可決されました。  
 
◎閉    会  

 
○議長（斉藤幸拓） 以上をもちまして、今、臨時会の議事全てを終了致しま  
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したので、これを以て閉会致したいと思います。大変ありがとうございました。  
 

午後１時５５分閉会  



 

 

 地方自治法第１２３条第２項及び太田市外三町広域清掃組合議会会議規則第６

１条の規定により、ここに署名する。  
 
 
 
 
太田市外三町広域清掃組合議会議長  
 
 
 
 
太田市外三町広域清掃組合議会議員  
 
 
 
 
太田市外三町広域清掃組合議会議員  


